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＜ 2025年上半期のベトナムにおける法改正まとめ ② ＞ 

 

2025年 9月 16日 

One Asia Lawyers ベトナム事務所 

 

1. はじめに 

 

2025年 6 月の国会で成立した法令のうち、前回（2025年上半期のベトナムにおける法改正ま

とめ①）は、政府組織と地方政府の改革に関連して制定/改正された法律について解説を行い

ました。 

今回は、ベトナムにおけるビジネスとの関係で注目される法律の概要について、ご紹介いた

します。多数の重要な法令改正がなされており、すべてを詳細に取り上げることはできないた

め、自社のビジネスに関連する点は、現地の専門家に照会の上、自社への影響の有無などにつ

いて検討することが推奨されます。 
 

2. ビジネス上重要だと思われる法改正 

 

◇法人税法（改正）67/2025/QH15（施行日：2025年 10月 1日）： 

産業構造の変化に対応し、ハイテク分野（AI、半導体、デジタル製品）、中小企業支援

（インキュベーション施設、コワーキングスペース）、報道・出版が税制優遇対象に追加さ

れ、バイオ技術や飼料製造などは対象外となりました。法人税の標準税率 20％は維持され

つつ、中小企業向けに年商に応じた軽減税率が導入され、年商 3 億 VND 以下の企業には

15％、3億〜50億 VNDの企業には 17％の税率が適用されます。 
 

◇技術基準・標準法（改正）70/2025/QH15（施行日：2026年 1月 1日）： 

技術規格に関する制度を抜本的に見直し、「一製品・一規格」原則を導入、各製品に適用さ

れる国家技術規格が一本化されます。技術規格の策定にあたっては科学的根拠・実務要

請・国際整合性を重視し、年次・中長期の策定計画に基づいて構築されることが義務づけ

られました。 
 
◇デジタル技術産業法（新規）71/2025/QH15（施行日：2026年 1月 1日）： 

情報技術・デジタル技術分野を国の中核産業として育成し、産業の高度化・近代化を推進

することを目的として制定されました。デジタル技術産業、半導体、AI、デジタル資産

（仮想資産、暗号資産）の開発に関する法的根拠が初めて制度化されました。AI の開発・

活用を促進するための優遇措置（優遇法人税率、個人所得税の優遇、滞在資格、労働許可

申請免除）を導入し、デジタル資産の管理や暗号資産サービス提供の事業条件を定めてい

ます。 
 
◇雇用法（改正）74/2025/QH15（施行日：2026年 1月 1日）： 

労働市場の多様化に対応し、労働者の権利保護と市場の効率化を図ることを目的とする改

正が行われました。失業保険の加入対象が、1 か月以上の有期労働契約に基づき就労する

者、月額給与が強制社会保険の最低拠出基準額以上であるパートタイム労働者、有償の企

業管理者・監査役などに拡大されています。また本法令の細則に当たる政令 219/2025/ND-

CP では、労働許可証の申請・発給主体を従来の労働局から省級人民委員会に移管すること
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が定められ、今後労働許可証の取得がスムーズにいくことが期待される内容も含まれてい

ます。 
 
◇広告法（改正）75/2025/QH15（施行日：2026年 1月 1日）： 

電子新聞やウェブサイトのみならず、ソーシャルメディアやアプリなどのデジタルプラッ

トフォーム全般を対象とし、広告であることを明示する義務を導入。インフルエンサーな

どの個人も「広告伝達者」と規定され、消費者保護、税申告、広告内容の証拠提出義務が

課され、虚偽広告には法的責任（行政・刑事）が追及可能になりました 。海外企業やプラ

ットフォームによる越境広告にも規制を掛け、登録・申告義務や違法広告の防止措置（違

法サイトとの提携禁止、税務対応）を求める体制を整備しています。 
 
◇企業法（改正）76/2025/QH15（施行日：2025年 7月 1日）： 

国際的なマネーロンダリング対策の基準を定める FATF（金融活動作業部会）勧告へ対応す

るため、企業に対し、実質支配者（BO: Beneficial Owner）の情報を収集、更新、保管し、

当局の要請に応じて提供する義務が課されました。BO は、定款資本の 25%以上を直接的/

間接的に所有する個人、または企業に対し支配権を行使できる個人と定義されます。「配当」

や「資本拠出額/株式の市場価格」などの定義も明確化、虚偽の資本申告や資産の過大評価、

マネーロンダリング・テロ資金供与といった禁止行為の範囲も拡大され、法定代表者の責

任も強化されています。 
 
◇エネルギー使用効率化法（改正）77/2025/QH15（施行日：2026年 1月 1日）： 

地方人民委員会に対して年次計画および 5 カ年計画にエネルギー効率目標を盛り込む義務

が課され、実行報告・結果の官報提出が義務化されました。家電・車両だけでなく建材・

発電設備などへの最低性能基準（MEPS）の適用範囲が拡大され、エネルギーラベリング

が義務づけられます。 
 
◇製品・商品品質法（改正）78/2025/QH15（施行日：2026年 1月 1日）： 

製品・商品の分類をリスク程度に応じて「低・中・高」の 3 段階による管理方式に移行し

ます。事後審査による監視強化への移行を進め、国際的なリスク管理基準に準拠した制度

に近づけます。中・高リスクの製品・商品については、法律の規定に基づく適合性の宣言

や品質管理措置の遵守が義務付けられ、重点的な事後審査が実施されます。一方、低リス

クの製品・商品については、企業による自己申告と比較的簡易な事後審査によって管理さ

れます。 
 
◇行政違反処罰法（改正）88/2025/QH15（施行日：2025年 7月 1日）： 

法執行の透明性・公平性・デジタル対応力を高め、国家行政の信頼性向上と社会秩序の維

持を図ることを目的に、次のような改正が行われています。①会計、建設、環境などの一

部分野について、違反発生日からの処分時効が従来の 1 年から 2 年に延長。②処分決定、

通知、執行におけるオンライン送付などの電子手段の導入。 
 
◇金融、入札、投資の分野における 8 法律の一部条項を改正、補足に関する法律

90/2025/QH15（施行日：2025年 7月 1日）： 

入札法、官民連携投資法（PPP 投資法）、税関法、付加価値税法、輸出入税法、投資法、公

共投資法、公的資産管理・使用法を改正する法律。調達・投資・税務・資産管理における

透明性・効率性・イノベーション支援の強化を目的とした改正がなされています。 
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－入札法（改正）： 

発注者の役割が整理され、中間的役割の排除によって手続きが効率化されました。

技術・緊急性・国家戦略などのケースにおいて特例指名調達（直接指名）が正式に

認められました。国有企業及び自営公的機関は入札法対象外とされ、自己の購買規

定や内部ルールが適用可能になります。従来の起業家・女性・障がい者・少数民族

に加え、スタートアップ企業、科学技術機関、高度技術企業等が入札において優遇

対象に追加されました。国家予算を利用する全ての案件でオンライン入札の完全導

入が義務付けられています。 

－官民連携投資法（PPP 投資法）（改正）： 

入札のみであった投資家選定方式が見直され、直接指名・特例選定・注文方式など、

プロジェクト状況に応じた選択が可能になりました。BOT 型交通インフラ等の収益

不足リスクに対する国家補填制度が法制度化されました。契約期間内の株式や持分

の譲渡がより自由に行える規定に改正されました 。 
 

－投資法（改正）： 

先端分野への誘致競争力を高め、同時に投資の柔軟性と実務的合理性を強化するこ

とを目的とした改正が行われました。AI、半導体、グリーンエネルギー、スマート

製造などのハイテク・DX・戦略技術に対する投資について、税制・土地利用・行政

手続きで優遇措置が強化されました。従来の全国共通の優遇に加え、地域単位（経

済特区等）や個別プロジェクト（社会貢献・技術移転を含むもの）でオーダーメイ

ド型の特別優遇制度が導入可能となり、投資家と政府との協議に基づいて柔軟な対

応が可能になります。 
 

◇原子力エネルギー法（改正）94/2025/QH15（施行日：2026年 1月 1日）： 

原子力発電所の設置から廃止に至る全ライフサイクルを初めて包括的に規定し、IAEA基準

との整合性を明記しました。併せて、新設された国家原子力安全監査機関（NRNSA）によ

り安全監督体制も強化されています。 
 
◇鉄道法（改正）95/2025/QH15（施行日：2026年 1月 1日、一部は 2025年 7月 1日施行）： 

民間投資を誘導する特別な政策・規制緩和が追加され、PPP や BOT 型スキームへの対応が

明示されました。鉄道プロジェクトの企画・承認プロセスを合理化し、準備・資金調達の

障壁を低減する条項が盛り込まれました 。この改正により、ベトナムにおける鉄道インフ

ラ整備は、民間セクターとの協働や都市計画との連動、安全管理の強化が制度的に整備さ

れた形となりました。 
 
◇金融機関法（改正）96/2025/QH15（施行日：2025年 10月 15日）： 

金融機関の健全な運営と不良債権処理の効率化を目的とする改正がなされました。金融機

関が裁判手続なしに担保物を収用できる権利、担保資産の差押え、刑事事件に関係する担

保物の返還制度を明文化。国家銀行（SBV）による 0％金利・無担保の特別貸出に関する

決定権限が、従来の首相から SBV総裁に移管され、迅速な対応が可能となりました。 
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3. おわりに 

 

2025 年上半期の法改正は、異例のスピードで行われ、複数の法律が直ちに施行されています。

このような動きがトー・ラム書記長の提唱する「浪費防止対策」の一環と評価できるのかが注

目されるところです。いずれにしても、今回の一連の法改正は、ハイテク分野を中心とした

FDI 誘致の促進と同時に、ガバナンス・透明性・消費者保護の強化に向けた構造改革であり、

参入機会とリスクの双方が拡大しています。 
 

 

◆ One Asia Lawyers ◆ 

「One Asia Lawyers Group は、アジア全域に展開する日本のクライアントにシームレスで包括的なリーガルアドバ

イスを提供するために設立された、独立した法律事務所のネットワークです。One Asia Lawyers Group は、日本・

ASEAN・南アジア・オセアニア各国にメンバーファームを有し、各国の法律のスペシャリストで構成され、これら

各地域に根差したプラクティカルで、シームレスなリーガルサービスを提供しております。  

この記事に関するお問い合わせは、ホームページ https://oneasia.legal または info@oneasia.legal までお願いし
ます。 

なお、本ニュースレターは、一般的な情報を提供することを目的としたものであり、当グループ・メンバーファー

ムの法的アドバイスを構成するものではなく、また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当グループ・メンバ

ーファームの見解ではございません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している

場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず各メンバーファーム・弁護士にご相談ください。 

 

 

＜著者紹介＞  本記事に関するご照会は以下までお願い致します。 

 

 

 

 

松谷亮 

One Asia Lawyers ベトナム事務所代表  

 

日系大手の IT 企業及び化学・電子部品メーカーにて社内弁護士として

合計 6 年間勤務後、2019 年より One Asia Lawyers ベトナムオフィスへ

入所、ホーチミン市在住。進出、現地子会社管理（コンプライアン

ス・人事労務）、新規事業開発案件、M&A、取引先との契約交渉、知

的財産に関する契約交渉及び紛争処理案件を数多く経験しており、特

に職務経験のある IT・製造業の法務案件を専門とする。  

ryo.matsutani@oneasia.legal  

 

 

https://oneasia.legal/
mailto:info@oneasia.legal
https://oneasia.legal/4244
mailto:ryo.matsutani@oneasia.legal
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 布井 千博   

弁護士法人 One Asia オブ・カウンセル  

 

東海大学法学部と一橋大学大学院国際企業戦略研究科の立ち上げに携

わる。中国における経済法・企業法の改正に際して、JICA法整備支援

プロジェクトの一員として関与したことをきっかけにアジア法に関心

を持ち、ベトナムには 2005年頃より訪問、ホーチミン市やハノイの大

学での講義のほか、ベトナム企業法や投資法の改正に際して意見提出

を行う。 

chihiro.nunoi@oneasia.legal  

 

 

 

 

 

 

 山本 大輔    

One Asia Lawyers ベトナム事務所 弁護士 

 

2015年に弁護士登録し、企業法務を専門に扱う弁護士法人で主に訴

訟・紛争解決、労働法関連、コーポレート、M&Aなどの各分野で法

律相談、文書作成、訴訟・紛争対応等を行ってきた。2021年から 2023

年のアメリカのロースクールへの留学、アメリカの法律事務所での研

修を経て、海外における日系企業に万全のサポートをしたいと考え、

2024年より弁護士法人 One Asiaに入所（ベトナム担当）。 

訴訟・紛争、労働、コーポレートを中心に企業法務に関与してきた経

験を活かし、ベトナムにおける企業への法的助言を行い、日本とベト

ナムの発展に貢献することを目標に活動する。 

daisuke.yamamoto@oneasia.legal  
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